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「請負契約のフリーランス」を独

禁法で保護へ  

◆悪質なケースでは摘発も 

企業などから個人で直接仕事を請

け負って働く「フリーランス」とよばれる

人たちが、契約で不当な制限を受けた

場合、独占禁止法（独禁法）で保護さ

れることになりました。フリーランスが増

えていることを受け、実態調査を行って

きた公正取引委員会（公取委）の有識

者会議が見解をまとめ、明らかになっ

たものです。 

どういったケースが違反にあたるかを

2 月中にも公表し、各業界に自主的な

改善を促す方針ですが、悪質なケース

が見つかれば摘発も検討しているよう

です。 

◆「法律の空白地帯」が発生  

企業と雇用契約を結ばずにフリーラ

ンスとして働く人は、現在 1,000 万人

以上いるとされています。システムエン

ジニアやプログラマーといった職種のほ

か、プロスポーツ選手や芸能人も含ま

れ、近年はインターネットを通じて不特

定多数の個人に仕事を発注する企業

も増えているようです。 

ただ、こうした働き方は労働基準法

などの対象となるのか、事業者の適切

な取引環境を守る独禁法の対象となる

のか、非常にあいまいだったため、企

業側から不当な要求を受けても対抗で

きない「法律の空白地帯」になっていま

した。 

◆不当な報酬や移籍制限、囲い込み

などを規制  

公取委は、昨年からフリーランスの

労働環境の実態調査をすすめ、有識

者による検討会を重ねてきました。今

回まとめた見解では、企業側からフリ

ーランスになされる不当な要求は独禁

法の対象となりうると認定。「企業側が

報酬や仕事内容などの約束を守らな

い」「補償費も払わずに他社と仕事をさ

せない」等を求めた場合は独禁法が禁

じる「優越的地位の乱用」などにあたる

おそれがあるとしました。 

また、プロスポーツ選手の不当な移

籍制限や、芸能事務所による芸能人

の囲い込みなども独禁法違反にあたる

おそれがあるとしています。 

◆クラウドソーシングの急増に対応  

公取委が、フリーランスへの不当な

要求を独禁法の対象と認めるのは、

「雇用関係ではない働き方」を守る必

要性が高まっているとの判断からで

す。仕事の発注側がウェブサイトなどで

仕事をしたい人を募集するクラウドソー

シングの出現は、こうした働き方を広げ

る一方、報酬の支払いが遅れたり、仕

事内容が一方的に変更されたりするト

ラブルの急増にもつながっているので

す。 

公取委の方針にはこうした現状を是

正するねらいがあり、見解をまとめるこ

とにより、人材の活用を活性化させ、消

費者サービスの向上につながることが

期待されています。 
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